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【申請要領】 
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１．事業の目的                              

 「薩摩川内市創業支援事業」は、地域の需要や雇用を支える事業の創業を初めて志す

者等に対し、創業初期段階の負担軽減を図り、創業しやすい環境を整備することにより、

新たなビジネスや雇用を創出し、地域の活性化を促進することを目的とします。  

 

２．補助対象者                              

 本補助金の募集対象者は、以下の⑴から⑷の要件を全て満たすものであることが必要

です。  

 

⑴  次のア又はイの要件を満たす者であること。  

ア  市内で新たに創業を予定している者で、事業を営んでいない個人が、新たに開

業届けを提出し、又は新たに会社を設立し事業を開始する者  

イ  アによって創業したもので、創業２年未満である者  

 

①   「新たに創業する者」とは、令和８年４月１日以降に創業する者であって、

補助事業期間完了日までに個人開業又は会社（以下、会社法上の株式会社、合

同会社、合名会社、合資会社を指す。）・企業組合・協業組合・特定非営利活動

法人等の設立を行い、その代表者となる者。この場合の応募主体は、個人です。  

 

  ②  「事業を営んでいない個人」とは、既に会社等の経営者（代表や取締役）や個

人事業で別の事業を営んでいない者をいいます。  

   また、上記に当てはまるものであっても、既に操業されている事業の全部又は一

部を引き継ぐ等、事業を承継又は譲渡を受けて行う事業については対象外です。  

 

  ③  「創業２年未満である者」とは、創業日（履歴事項全部証明書又は税務署に提

出する個人事業の開廃業等届出書に記載された日をいう。）から２年を経過して

いない事業者。この場合の応募主体は、事業者です。  

    なお、「創業２年未満である者」かどうかは、補助金申込日において判断しま

す。  

   ※  個人事業主から新規に設立する会社で既存事業のみを実施する場合は、対象

となりません。法人化する目的、それに伴う事業拡大や販売促進の手法等を申

請書で判断します。  

 

⑵  申請者が個人の場合、日本国内に居住し、薩摩川内市内で事業を興す者であるこ

と。  

 

⑶  訴訟や法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。  
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⑷  応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会勢力でないこと、また反社会勢力と

の関係を有しないこと。  

   また、反社会勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外とします。  

 

３．補助対象事業                             

  下記の業種を除く全事業とします。ただし、開店時刻から午後６時までの営業時

間が、午後６時から閉店時刻までの営業時間以上であることが条件です。 

  ア  公序良俗に問題のある事業  

  イ  公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業（風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

の適用を受ける事業等）  

  ウ  宗教活動又は政治活動を目的とした事業  

  エ  フランチャイズ方式契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約若

しくは形式による事業  

  オ  ア～エのほか、市長が適切でないと認められる事業  

 

４．補助金の交付要件                           

 補助金の交付にあたっては、下記が要件となります。  

 ⑴  認定支援機関＊ 1 の支援サポートを事業計画の策定から実行、完了まで受けるこ

と。  

   ＊ 1 認定支援機関・・・中小企業、小規模事業者等が安心して経営相談等が受けられるため

に、専門知識や実務経験が一定以上の者として国から認定された支援機関。商工会議所や商

工会、金融機関、公認会計士・税理士等が認定されています。  

    認定支援機関は中小企業庁の HP から確認できます。  

    https:/ /www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/  

 ⑵  国・県・市等の公的機関から本補助金と同種の補助金を受けていないこと又は過

去に受けたことがないこと。  

 ⑶  新たに創業する場合は、補助事業期間完了までに法人等の設立又は個人開業を行

うこと。  

 ⑷  申請書提出時において、資金調達の見込みが立っていること。（金融機関からの

借入を予定している場合は、おおむね融資の承諾が得られていること。）  

 

５．補助事業期間                          

 補助事業期間は、交付決定日から最長で令和９年２月２８日までとします。  

 ※「創業」の場合は、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社・企業組合・特定

非営利活動法人の設立を行う必要があります。  

 ※補助対象経費の支払を完了している必要があります。  
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６．補助対象経費                          

 補助事業実施のために必要となる経費となりますが、以下の①～③の条件をすべて満

たすものを対象とします。  

  ①  使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費  

  ②  交付決定日以降の契約・発注により発生した経費  

  ③  証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費  

 

 ⑴  設立登記費用  

・  開業、法人設立に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費  

※  作成経費内に下記のものが含まれている場合は、除外すること。   

     

【対象とならない経費の例】   

・商号の登記、会社設立登記・廃業登記・登記事項変更等に係る登録免許税   

・定款認証料、収入印紙代   

・その他官公署へ対する各種証明類取得費用（印鑑証明等）  

 

 ⑵  店舗・事務所等改装経費  

  ・  市内の店舗・事務所の開設に伴う店舗の内外装の整備のための費用（住居兼店

舗・事務所については、店舗・事務所専有部分に係るもののみ。間仕切り等によ

り物理的に住居地等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限

る。） 

  ・  増築工事については、躯体部分を除きます。  

 

   【対象とならない経費の例】 

   ・外構工事  

    ※浄化槽については、汲み取り⇒水洗にトイレ改修工事を行う場合に限り対象

とする。 

   ・不動産の購入費  

・単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗

の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体

工事（設備処分費に該当するものを除く）など）、「不動産の取得」に該当す

る工事（※）  

 

※注：「建物の増築・増床」や「小規模な建物（物置等）の設置」の場合、

以下の３つの要件すべてを満たすものは、補助対象外である「不動産

の取得」に該当すると解されます。（固定資産税の課税客体である

「家屋」の認定基準の考え方を準用）  
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(ⅰ ) 外気分断性：屋根および周壁またはこれに類するもの（三方向以上壁で

囲われている等）を有し、独立して風雨をしのぐことができること  

 ⇒  支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テラス席や、駐輪場・カー

ポート等、周壁のないものは「外気分断性」は認められないため、「不動

産の取得」には該当しない  

 (ⅱ ) 土地への定着性：基礎等で物理的に土地に固着していること  

 ⇒  コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただ

けの状態のものは「土地への定着性」は認められないため、「不動産の

取得」には該当しない  

 (ⅲ ) 用途性：建造物が家屋本来の目的（居住・作業・貯蔵等）を有し、その

目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること  

 

 ⑶  設備費 

  ・  当該事業のみに使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用  

  ・  「事業計画書―３事業（製品・サービス）の内容―⑴製品・サービスの具体

的な内容」に記載された事業のみに利用する特定業務用ソフトウェア  

 

  ※単価５０万円（税抜き）以上のものについては、補助事業終了後も一定期間に

おいて、その処分等につき薩摩川内市長へ承認手続を要する義務があります。  

 

【対象とならない経費の例】 

・消耗品 

・不動産の購入費  

・車両の購入費（リース・レンタルは対象）  

 ※ただし、交付決定後から補助対象期間までの経費  

 ※汎用性があり目的外使用になり得るもの（例：パソコン・タブレットＰＣ

および周辺機器  （ハードディスク・ＬＡＮ・Ｗｉ－Ｆｉ・サーバー等）、自

転車、家庭用エアコン）の購入費用  

・既に借用している物等の交付決定日より前に支払った賃借料  

・中古品は中古市場において、価格設定の適正化が明確でないことが一般的で

あるため、原則対象となりませんが、見積りを３社以上徴取できるなど、価

格の妥当性が確認できる場合は、この限りではありません。  
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 ⑷  専門家謝金  

  ・  本事業実施のために必要な謝金として、依頼した専門家に支払われる費用（助

言内容，本事業のための必要性等が客観的に明確なものに限る。）  

※  謝金の対象となる専門家は、士業及び大学教授等に限る。  

※  助言等を実施した際の報告書を提出いただきます。  

※  補助対象となる単価の上限  １日につき  30,000 円   総額 20 万円以内               

※  包括的なコンサルティング料、顧問料など内容が客観的にみて不明確な   

ものは対象外  

  

⑸  原材料費  

・  試作品・サンプル品の製作に係る経費（原材料費）として明確に特定できるも

の（補助事業期間内に使用するものに限る）  

 

 【対象とならない経費の例】 

・主として販売のための原材料仕入れ・商品仕入れとみなされるもの  

・見本品（試着品・試食品）や展示品であっても、販売する可能性があるもの

の製作に係る経費  

 

 ⑹  外注加工費  

・  原材料の加工及び設計等を外注する際に要する費用  

 

   【対象とならない経費の例】 

    ・販売用商品（有償で貸与するものを含む。）の製造及び開発の外注に係る全

部又は一部の費用  

 

 ⑺  委託費 

  ・  事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託（委任）するために支払われる

費用 

例）市場調査委託、経理事務委託、Ｗｅｂ維持管理等  

・  士業や大学教授等以外の専門家から指導・アドバイスを受ける費用  

※  委託費は、補助対象経費総額（税抜き）の２分の１を上限とする。  

※  補助対象期間中に委託契約の締結が必要  

 

【対象とならない経費の例】 

 ・販売用商品（有償で貸与するものを含む。）の製造委託、開発委託、営業委託

に係る費用 
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⑻  旅費 

  ・  事業実施にあたり必要となる販路開拓、マーケティング調査、ＰＲを目的と

した国内の出張旅費（交通費・宿泊料）の実費  

  ※  実績報告において、出張報告書を提出していただきます。内容を確認させて

いただき、目的、行き先が事業実施内容において効果が薄いと判断されるとき

は、対象外となる場合も有ります。  

※宿泊料の基準額は、市の規定に準じる。  

 

 ⑼  広報費（自社で行う広報に係る費用）  

  ・  販路開拓にかかるパンフレット、チラシ印刷費（数量の根拠が明確なもの）、ホ

ームページ等の作成費用  

・  広報媒体を活用するための費用  

・  ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費  

 

【対象とならない経費の例】 

・  切手の購入を目的とする費用  

・  本補助事業と関係の無い活動に係る広報費（補助事業にのみ係った広報費と

断定できないもの）  

 

 ⑽  資料購入費  

・  事業遂行に必要な図書、参考文献、資料等を購入する経費  
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７．補助率等                            

 ※東部エリア等に該当する地域は以下のとおりです。  

  ①  川内地域のうち、平佐東・水引・峰山・滄浪・寄田・八幡・城上・吉川・陽

成・湯田・西方地区  

  ②  樋脇、入来、東郷、祁答院地域及び甑島区域  

 

８．補助金の申請                                

 補助金の申請については、以下の締め切り日までに申請書の提出のあった案件につい

て、都度審査会を開催し、交付の可否を決定します。なお、交付決定できる予算が尽き

た場合は、それ以後の申請の受付は行いません。  

 

回数  申請締切日  審査会実施（予定）  

第１回  令和８年５月１５日（金）  令和８年６月中旬  

第２回  令和８年９月４日（金）  令和８年９月下旬  

第３回  令和８年１０月２３日（金）  令和８年１１月中旬  

 ※  上記スケジュールは予定です。予告なく変更する場合がありますので、申請を検

討される方は、事務局又は支援を受ける認定支援機関へお問い合わせください。  

・  申請に必要な書類は以下のとおりです。  

 

 ⑴  補助金等交付申込書（別紙１）  

 ⑵  事業計画書（様式第２号及び別紙２）  

 ⑶  【新規創業の方】住民票  

 ⑷  【創業２年未満の方】  

（個人）開業届の写し、確定申告書  

（法人）履歴事項全部証明書、確定申告書、決算書  

 ⑸  収支計画表・資金繰り計画表（別紙３）  

区分  補助率  
補助上限額  

一般型  東部エリア等型  

特定創業支援事業に参加し、薩摩川内市か

ら証明書の発行を受けた者で、会社法に定

める会社を設立し、その代表者となる場合  

２／３  ７５万円  １２５万円  

特定創業支援事業に参加し、薩摩川内市か

ら証明書の発行を受けた者で、個人開業又

は企業組合、協業組合、ＮＰＯ法人等の設

立を行い、その代表者となる場合  

２／３  ５０万円  １００万円  

会社法に定める会社を設立し、その代表者

となる場合  
１／２  ５０万円  ７５万円  

個人開業又は企業組合、協業組合、ＮＰＯ

法人等の設立を行い、その代表者となる場

合  

１／２  ３０万円  ５５万円  
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⑹  収支予算書（様式第３号）  

⑺  見積書等経費の根拠を示す書類  

 ⑻  市税等の滞納がない証明書  

 ⑼  事業の実施地を示す地図  

 

９．補助金の交付                             

 補助金の交付については、補助事業の完了後、３０日以内に完了報告書を提出してい

ただき、実施した事業内容の検査と経費内容の確認により交付すべき補助金の額を確定

した後、精算払いとなります。  

 ※  許認可を条件に行う事業は、不許可になった場合、補助金交付決定の取消しを行

います。  

 ※  交付決定時に、付された条件を達成できていない場合、補助金交付決定の取り消

しを行います。  

 

１０．選考                              

 選考は、資格要件等及び事業内容等の審査を踏まえ、申請者・認定支援機関の同席の

もと「薩摩川内市特定創業支援事業者審査会」で行います。  

 審査における着眼点は次のとおりです。  

  ⑴  創業動機   創業によって実現したいことが明確で、事業に対する熱意があり、

動機に社会性（社会貢献性）があること。   

⑵  事業性  自分の経験やスキル、外部環境等踏まえ、自身の販売するサービス

や商品のコンセプト、販売戦略が明確で、ビジネスとして成立する事

業性が認められること。  

  ⑶  継続性   財務計画において、初期投資額の資金調達や、売上・経費の考え方

が適切で、事業継続性が期待できる内容であること。  

  ⑷  成長性   数年後の安定経営、成長拡大に向けたビジョンが明確で、一層の売

上増加や雇用の拡大が期待できる事業計画であること。  

  ⑸  妥当性   補助対象となる経費やその積算が適正で、事業の実施にあたり、不

要・不適切な経費が計上されていないこと。  

 

１１．交付決定                            

 通知する補助金交付決定額は、補助限度額を明示するものであり補助金支払額を約束

するものではありません。また、使用経費が予定を超えた場合にあっても、決定し通知

した補助金交付決定額を増額することはできません。  

 

１２．補助金の交付                          

 補助金の交付については、補助事業の完了後、３０日以内に実績報告書を提出してい

ただき、実施した事業内容の検査と経費内訳の確認により交付すべき補助金の額を確定

した後、精算払いとなります。  
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※  補助金の交付には、実績報告書の提出後１～２箇月程度の期間が必要です。  

※  補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであり、

所得税等の課税対象となります。  

 

 実績報告に必要な書類は以下のとおりです。  

 ⑴  補助金等実績報告書（様式第１１号）  

 ⑵  事業実績報告書（様式第２号）  

 ⑶  収支精算書（様式第３号）  

 ⑷  経費の支払いを証する書類  

 ⑸  事業の実施を証する書類（写真、成果物等）  

 ⑹  請求書  

 

１３．交付決定後の注意事項                      

 ⑴  補助事業の経理  

   補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、事

業が完了した年度の終了後５年間、管理・保存しなければなりません。  

   また、帳簿等の作成に当たっては、「中小企業の会計に関する基本要領」又は

「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある書類等の作成及び活用に努

めてください。  

 

 ⑵  取得財産の管理等  

   補助事業において取得した財産については善良なる管理者の注意を持って適切に

管理してください。加えて、取得価格が１件当たり５０万円以上（税抜き）の取得

財産については、事業終了後も一定期間において、その処分等につき市の承認を受

けなければなりません。また、承認後に処分等を行い、収入があったときには、一

部を納付してもらうことがあります。  

 

  ⑶  事業計画の変更  

   決定を受けた事業計画の内容に変更が生じた場合や補助金交付額が２割以上変動

する場合等については、変更内容について改めて申請し、承認を受ける必要があり

ます。  

 

 ⑷  実績報告書等の提出  

   補助事業が終了した日の属する年度の翌年度から３年間、事業の実施状況につい

て市に報告しなければなりません。  

 

 ⑸  事業の廃止・移転等に係る報告  

   市外への移転、事業の廃止・譲渡等、東部エリア等型で採択された事業者が東部

エリア等以外に移転する場合は、市に速やかに報告しなければなりません。  
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１４．反社会勢力との関係が判明したとき                

 ⑴  反社会勢力とは、以下のいずれかに該当する者を言います。  

   ⅰ．暴力団      ⅱ．暴力団員    ⅲ．暴力団準構成員  

   ⅳ．暴力団関係企業  ⅴ．総会屋等    ⅵ．社会運動等標ぼうゴロ  

   ⅶ．特殊知能暴力集団等  

   ⅷ．前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者  

   (イ ) 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営を支配していると認めら

れること。 

   (ロ ) 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営に実質的に関与している

と認められること。  

   (ハ ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を

与える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること。  

   (ニ ) 前各号に掲げる者に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与を

していると認められること。  

   (ホ ) その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、

社会的に非難されるべき関係にあると認められること。  

 

 ⑵  申請者（中小企業者の場合は、代表者及びその役員（業務を執行する役員、取締

役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有す

る者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ

らに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。））につい

て、反社会的勢力であることが判明した場合、採択を行いません。また、採択後・

交付決定後に判明した場合であっても、採択や交付決定を取り消します。  

 

 ⑶  申請者自ら又は第三者を利用して以下に該当する行為をした場合は、⑵と同様の

取り扱いとします。  

  ⅰ．暴力的な要求行為  

  ⅱ．法的な責任を超えた不当な要求行為  

  ⅲ．取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為  

  ⅳ．風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて薩摩川内市の信用を棄損し、また

は市の業務を妨害する行為  

  ⅴ．その他の前各号に準ずる行為  

 


